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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第96期

第１四半期連結
累計期間

第97期
第１四半期連結

累計期間
第96期

会計期間
自　2021年４月１日
至　2021年６月30日

自　2022年４月１日
至　2022年６月30日

自　2021年４月１日
至　2022年３月31日

売上高 （千円） 3,049,247 3,438,451 12,733,873

経常利益 （千円） 258,918 429,813 1,169,749

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（千円） 166,410 288,440 746,092

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 293,757 451,118 985,918

純資産額 （千円） 8,739,922 9,719,686 9,368,276

総資産額 （千円） 19,418,423 23,384,396 21,380,829

１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 91.79 159.11 411.53

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 42.4 38.9 41.1

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

　　　　２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な

変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の状況

　新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和され経済活動の正常化に向けた動きが見られたものの、ウクライ

ナ情勢や急速に進行した円安為替相場による原油等の資源価格高騰、中国におけるロックダウンの影響等のリスクが

顕在しており、景気の先行きは不透明な状況となっています。

　当社グループでは「収益認識に関する会計基準」（以下「収益認識会計基準」という。）等を適用しております。

当社グループの営業取引には、財又はサービスを企業が自ら提供する履行義務のある場合の「本人取引」と、顧客が

その財又はサービスを受け取れるように手配する履行義務を負う「代理人取引」が同一商材を扱う上でも幅広く混在

しており、以下の要因等から従来の総額での売上高による業績把握を現在も実施しております。

　・「本人取引」と「代理人取引」上の営業利益率に重要性のある差異はなく、それらを要因とした利益に与える影

響は軽微であるにも拘わらず、表面上の売上総利益率に大きな差異が発生すること

　・営業取引における採算性と運転資金の効率性判断において純額売上方式は親和性が無いこと

　・当社の「代理人取引」は所謂「売り切り・買い切り」モデルが主体であり、営業債権及び債務は総額取引に基づ

いて発生するため、取引先の信用情報管理等の把握と分析においては従来の基準が望ましいこと

　以上のこと等から、当社グループでは経営者の視点による判断から、業績管理要素として総額売上高を「取扱高」

として数値化し業績分析等に活用しております。よって、経営成績等の状況に関する分析・検討の説明においても収

益認識会計基準等に基づく「売上高」と当社グループ内での管理指標としての「取扱高」を併記する形式で説明いた

します。

 

（単位：百万円）

 2022年３月期第１四半期 2023年３月期第１四半期

 売上高 取扱高 売上高 取扱高
取扱高

増減額

取扱高

増減率

環境・機能材料 1,155 4,679 1,686 6,572 1,892 40.4%

電子材料 537 3,376 459 3,574 198 5.9%

衛生・産業材料 1,356 2,551 1,292 2,563 11 0.5%

合計 3,049 10,607 3,438 12,710 2,102 19.8%

 

　当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、上表のとおり、売上高は3,438百万円となりました。取扱高

については、前第１四半期連結累計期間に比べ19.8％増の12,710百万円となりました。
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　主な事業の状況は、次のとおりであります。

 

・環境・機能材料

　環境・機能材料については、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,686百万円となりました。取扱高について

は、国内向けバリウム中間体や中国向け脱硝触媒が堅調であること、前年度大幅に伸長したその他の輸入商材が更に

進展したこと等を主要因として、当第１四半期連結累計期間の取扱高は前第１四半期連結累計期間に比べ40.4％増の

6,572百万円となりました。

・電子材料

　電子材料については、当第１四半期連結累計期間の売上高は459百万円となりました。取扱高については、電子材

料市場の需要の増加を背景にして電子材料向けバリウムや誘電体材料が好調に推移した結果、当第１四半期連結累計

期間の取扱高は前第１四半期連結累計期間に比べ5.9％増の3,574百万円となりました。

・衛生・産業材料

　衛生・産業材料については、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,292百万円となりました。取扱高について

は、おむつ・サニタリー用品関連の衛生材料が前年同期比で微減となりましたが、高耐候性土のう等の産業用資材が

伸長しましたため、当第１四半期連結累計期間の取扱高は前第１四半期連結累計期間に比べ0.5％増の2,563百万円と

なりました。

 

　利益面については、当第１四半期連結累計期間の営業利益は前第１四半期連結累計期間に比べ21.4％増の321百万

円となりました。営業増益の主な理由としては、環境・機能材料や電子材料の事業の状況が前連結会計年度から引き

続いて好調であること、良好な販売状況を背景に売上総利益の増加が営業費用の増加を上回ったこと等が挙げられま

す。また、当第１四半期連結累計期間の経常利益は前第１四半期連結累計期間に比べ66.0％増の429百万円となりま

した。経常増益の主な理由としては、営業利益の増益のほか、前第１四半期連結会計期間に比べて急激な円安により

為替差益が大幅に増加したことが挙げられます。また、当第１四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純

利益は、経常利益の増益を受けて、前第１四半期連結累計期間に比べ73.3％増の288百万円となりました。

 

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

・国内法人

　セグメントの「国内法人」には日本国内法人の国内売上と海外売上が計上されており、同海外売上には、アジア・

北米・中東等への売上が含まれております。当第１四半期連結累計期間の売上高は2,825百万円となりました。取扱

高については、国内向けバリウム中間体やその他の輸入商材が好調であったことにより、前第１四半期連結累計期間

に比べ21.1％増の11,690百万円となりました。また、営業利益については、上記販売状況の改善に伴い売上総利益の

増加により前第１四半期連結累計期間に比べ45.7％増の266百万円となりました。

・在外法人

　セグメントの「在外法人」には在外現地法人の売上が計上されており、同売上には、アジア・北米・オセアニア等

への売上が含まれております。当第１四半期連結累計期間の売上高は612百万円となりました。取扱高については、

北米やインドネシアの販売状況が好調に推移したことや外貨換算の円安効果により、前第１四半期連結累計期間に比

べ7.0％増の1,019百万円となりました。また、営業利益については、インドネシア事業が資源や運送コストの高騰に

よる影響を受けて、前第１四半期連結累計期間に比べ32.1％減の56百万円となりました。

 

②財政状態の状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ2,003

百万円増の23,384百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間末の負債は、短期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1,652百万

円増の13,664百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間末の純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の積み上がりや円安による為替換算

調整勘定の増加等の結果、前連結会計年度末に比べ351百万円増の9,719百万円となりました。また、純資産のうち当

社株主に帰属する持分合計は9,099百万円となりました。この結果、資産合計の増加率が自己資本の増加率を上回っ

たため、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.2ポイント減の38.9％となりました。
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(2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(3）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及

び新たに生じた事項はありません。

 

(4）研究開発活動

該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末　現在発行数（株）
（2022年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2022年８月５日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 1,813,090 1,813,090
東京証券取引所

スタンダード市場
単元株式数100株

計 1,813,090 1,813,090 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
 

（千円）

資本金残高
 

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2022年４月１日～

2022年６月30日
－ 1,813,090 － 820,000 － 697,400

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2022年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

    2022年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)

普通株式
200 － 単元株式数100

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,810,800 18,108 同上

単元未満株式 普通株式 2,090 － 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  1,813,090 － －

総株主の議決権  － 18,108 －

 

②【自己株式等】

    2022年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

堺商事株式会社

大阪市北区

中之島３丁目２番４号
200 － 200 0.01

計 － 200 － 200 0.01

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2022年４月１日から2022

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、ひびき監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,663,771 2,862,123

受取手形及び売掛金 11,047,169 10,796,417

電子記録債権 3,256,092 3,626,644

商品及び製品 2,097,324 2,429,171

仕掛品 5,017 9,537

原材料 191,176 238,492

その他 422,254 602,207

貸倒引当金 △12,876 △14,706

流動資産合計 18,669,930 20,549,888

固定資産   

有形固定資産 2,004,950 2,109,492

無形固定資産 22,395 34,931

投資その他の資産   

その他 712,744 719,164

貸倒引当金 △29,190 △29,080

投資その他の資産合計 683,554 690,083

固定資産合計 2,710,899 2,834,508

資産合計 21,380,829 23,384,396

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,171,257 8,670,644

電子記録債務 493,386 474,596

短期借入金 2,283,156 3,698,249

未払法人税等 254,748 142,163

引当金 156,745 74,638

その他 494,709 452,628

流動負債合計 11,854,004 13,512,921

固定負債   

退職給付に係る負債 35,819 38,894

その他 122,729 112,893

固定負債合計 158,548 151,787

負債合計 12,012,553 13,664,709

純資産の部   

株主資本   

資本金 820,000 820,000

資本剰余金 697,400 697,400

利益剰余金 6,848,494 7,037,226

自己株式 △487 △487

株主資本合計 8,365,407 8,554,139

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 180,554 167,515

繰延ヘッジ損益 9,420 16,727

為替換算調整勘定 240,933 361,362

その他の包括利益累計額合計 430,907 545,606

非支配株主持分 571,961 619,941

純資産合計 9,368,276 9,719,686

負債純資産合計 21,380,829 23,384,396
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

売上高 3,049,247 3,438,451

売上原価 2,274,322 2,539,465

売上総利益 774,925 898,985

販売費及び一般管理費 510,457 577,893

営業利益 264,468 321,092

営業外収益   

受取利息 2,138 864

受取配当金 4,789 5,200

為替差益 － 110,429

その他 731 251

営業外収益合計 7,659 116,744

営業外費用   

支払利息 1,810 3,735

支払保証料 4,266 3,797

為替差損 6,610 －

その他 521 489

営業外費用合計 13,208 8,023

経常利益 258,918 429,813

特別利益   

ゴルフ会員権売却益 － 1,945

特別利益合計 － 1,945

税金等調整前四半期純利益 258,918 431,759

法人税等 74,952 132,747

四半期純利益 183,966 299,011

非支配株主に帰属する四半期純利益 17,556 10,571

親会社株主に帰属する四半期純利益 166,410 288,440
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

四半期純利益 183,966 299,011

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,381 △13,038

繰延ヘッジ損益 △10,392 7,307

為替換算調整勘定 126,564 157,838

その他の包括利益合計 109,790 152,107

四半期包括利益 293,757 451,118

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 243,459 403,138

非支配株主に係る四半期包括利益 50,297 47,979
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定会

計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項

に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ

とといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

輸出手形割引高

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2022年６月30日）

輸出手形割引高 437千円 －千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

　減価償却費 44,907千円 41,298千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

１．配当に関する事項

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年５月11日

取締役会
普通株式 63,456 35.00 2021年３月31日 2021年６月２日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　　当第１四半期連結累計期間における剰余金の配当については、「１．配当に関する事項」に記載しており

ます。なお、この他に該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

１．配当に関する事項

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年５月11日

取締役会
普通株式 99,708 55.00 2022年３月31日 2022年６月２日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　　当第１四半期連結累計期間における剰余金の配当については、「１．配当に関する事項」に記載しており

ます。なお、この他に該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    （単位：千円）

 国内法人 在外法人 合計
調整額

(注)１

四半期連結損益

計算書計上額

(注)２

売上高      

顧客との契約から生じる

収益
2,478,753 570,494 3,049,247 － 3,049,247

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 2,478,753 570,494 3,049,247 － 3,049,247

セグメント間の内部売上高

又は振替高
389,031 266,964 655,996 △655,996 －

計 2,867,785 837,458 3,705,243 △655,996 3,049,247

セグメント利益 183,244 82,555 265,800 △1,331 264,468

　　（注）１　セグメント利益の調整額△1,331千円は、セグメント間取引消去であります。

　　２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    （単位：千円）

 国内法人 在外法人 合計
調整額

(注)１

四半期連結損益

計算書計上額

(注)２

売上高      

顧客との契約から生じる

収益
2,825,787 612,664 3,438,451 － 3,438,451

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 2,825,787 612,664 3,438,451 － 3,438,451

セグメント間の内部売上高

又は振替高
446,593 580,075 1,026,669 △1,026,669 －

計 3,272,381 1,192,739 4,465,121 △1,026,669 3,438,451

セグメント利益 266,923 56,031 322,955 △1,863 321,092

　　（注）１　セグメント利益の調整額△1,863千円は、セグメント間取引消去であります。

　　２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、（セグメント情報等）に記載のとおりであります。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日
至　2022年６月30日）

１株当たり四半期純利益 91円79銭 159円11銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 166,410 288,440

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益（千円）
166,410 288,440

普通株式の期中平均株式数（株） 1,813,035 1,812,876

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

2022年５月11日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

　１．配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　99,708千円

　２．１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　55円00銭

　３．支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　2022年６月２日

　（注）2022年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 2022年８月５日

堺商事株式会社  

 取締役会　御中  

 

 ひびき監査法人  

 大阪事務所  
 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 安 　岐 　浩　 一

 

 業務執行社員 公認会計士 宮 　本 　靖　 士

 
 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている堺商事株式会

社の2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2022年４月１日から2022年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、堺商事株式会社及び連結子会社の2022年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全て

の重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査

人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社

から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎

となる証拠を入手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連

結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づ

いて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め
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られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ

ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期

連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の

作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重

要な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー

フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

 

以　上
 
　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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